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新設許可
業種とは

漬物製造

魚介類加工品製造の一部

（魚肉練り製品を除く）

そうざい半製品製造

法改正に伴い、今回、新たに
営業許可を取得する必要が出
てきた業種（抜粋）

※令和6年5月31日まで、猶予期間あり
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食品流通の広域化

国際化への対応

事業者による裁量と責任の強化

食中毒の原因菌の変化

食品衛生法の改正の主旨
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食品衛生法の大改正

広域な食中毒事案への対策強化

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化

国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制
の整備

営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

食品リコール情報の報告制度の創設

その他

（平成30年6月13日公布）
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ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
の制度化

（令和３年6月1日施行）
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HACCPに沿った衛生管理の制度化の全体像
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HACCP講習会等の実施
（都城保健所）

合計R4R3R2R元H30H29年度

１９５１５２３３１４３３０５３講習回数

7,3705475329211,7362,2151,419参加者数
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営業許可制度の見直し
（令和３年6月1日施行）
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これらの業種は、食品衛生法改
正前においては、全て宮崎県食
品等取扱条例に基づく登録が必
要な業種であり施設基準も決め
られていた。

改正法における許可施設基準
についても、概ね合致してい
るため、施設の改修に伴う費
用負担はほぼない。

漬物製造
魚介類加工品
製造の一部
そうざい半製
品製造
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法改正後の許可取得状況

営業許可数
（改正法後）

登録数
（条例時）

対象業種

２３４６漬物製造

２３魚介類加工品製造

１０１２そうざい半製品製造

（都城保健所管内）

（R6.6.1現在）
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漬物製造業の許可を
新規取得しない要因

１ 高齢で６年間は続けられない

２ HACCPに対応できない
（モニタリング等記録が手間）

３ 営業許可へのハードルの高さ

（営業者としての食中毒等への対応への煩雑さ）

４ 収益性が低く割に合わない

５ 新型コロナ感染症に伴う蔓延防止措置期間中

に廃業した
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道の駅及び物産館等の反応

法改正前と改正後で、それほど漬物製造業者が
減った感じはない（４／５）

高齢の方で、今回の改正で辞められた（１／５）

食品表示や温度管理など、しっかりした業者しか
納入させない（１／５）
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